
 

 

 

 
事業所が所属管理を行う場合の被保険者毎の

所属を届出するとき又は変更するとき 
 

『 所属変更届 』 
 

事業所が所属管理を行う場合の被保険者毎の所属を届出するとき又は変更するとき 

 

 

【手続き】 

 

・ 各事業主の健保担当部署で作成後、速やかに健保組合宛に提出して下さい。 

平成２４年４月以降は、KOSMO Web からのデータアップロードでご提出をお願いしています。 

 

・ 提出期限－毎月２日迄にご提出頂いたデータが当月配付する「医療費のお知らせ」等に反映され     

ます。 

 

〔作成上の注意事項〕 

資格取得に際し、「被保険者資格取得届」に所属ｺｰﾄﾞを入力した場合は、本データ提出は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2025.2） 

適用３ 
㈱みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ・㈱みずほ銀行・みずほ信託銀行㈱・ 

みずほリサーチ＆テクノロジーズ㈱は、提出不要です。 

（人事業務部ヒューマンサービス室より一括提出されて来ます。） 

 


